
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童クラブ事業 

行政機関等の名称 佐世保市 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
子ども未来部 子ども政策課 

個人情報ファイルの利用目的 

放課後児童クラブを利用する児童を確認し、制度の適正な運用

を行う。 

（児童福祉法、佐世保市放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例、佐世保市児童健全育成事業補助

金交付要綱） 

記録項目 

１氏名 ２学校名 ３学年（クラス） ４住所 ５保護者名  

６保護者勤務先 ７同居家族（人数） 

記録範囲 
市と委託契約を締結している放課後児童クラブへ利用申込を行

った者。 

記録情報の収集方法 保護者からの提供（放課後児童クラブを通じて収集） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□含む  ☑含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）子ども未来部 子ども政策課 

（所在地）857-8585 佐世保市高砂町５−１  

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するフ

ァイル ☑有 □無 

備   考 

 

 


